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（要 旨）

• 2018年末、「毎月勤労統計」における不適切な調査や計数処理の問題

が明らかになった。統計関係者のみならず、統計ユーザー、政治家、マ
スコミなど様々なステークホルダーから厳しい批判を受け、「毎月勤労統
計」にとどまらず、公的統計全体に対する信頼が損なわれる深刻な事態
となった。

• 本稿では、「問題」発覚を受けて、統計委員会と厚生労働省の手によっ
て進められている「毎月勤労統計」の再生に向けた取り組みについて、中
間的な総括を行う。➀東京都の大規模事業所における全数調査への復
帰、②適切な復元処理に基づく賃金データの遡及推計、の２つの点につ
いては、関係者の努力により課題は達成されたが、③中規模・小規模事
業所における精度向上は道半ばであり、当面の課題として重要である。

• さらに、「毎月勤労統計」の精度向上を図り、統計の持続可能性を高め
るには、今後、２つのより大きな課題にも取り組む必要がある。ここでは、
④復元推計に用いる母集団労働者数における速報値の精度向上と確定
値反映タイミングの早期化、⑤調査票回収率の低下に歯止めをかけるこ
とを目的とする調査方法の抜本的見直し―「企業」別の調査への移行―、
について取り上げる。
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１．毎月勤労統計とは
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1-1. 毎月勤労統計調査の概要

項 目 説 明

統計作成者 厚生労働省

統計の種類 調査統計

調査対象

（規模）常用労働者数５人以上
の事業所

（産業）農業、林業、漁業、公務
以外の産業（１６大分類
産業）

（労働者）常用労働者（期間を定
めずに、あるいは１か
月以上の期間を定め
て雇用される労働者）

標本サイズ
33,200事業所（第１種事業所：
15,200、第２種事業所：18,000）

作成系列

賃金、労働時間、労働者数の指
数および実数を、就業形態計、
一般労働者、パートタイム労働
者別に系列を作成（性別も含む）。

作成頻度 月次

公表日
（速報）翌々月の上旬
（確報）翌々月の下旬
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1-2. 毎月勤労統計調査の調査項目
調査項目 説 明

➀

現
金
給
与
額

現金給与額
賃金、給与、手当、賞与など、労働の対償として労働者に支払うもので、
所得税、社会保険料等を差し引く前の金額。退職金は含まない。

現金給与総額 「きまって支給する給与＋特別に支払われた給与」の合計額。

決まって支給する給与
労働協約、就業規則等によって定められている支給条件、算定方法に
よって支給される給与。基本給、家族手当、超過労働手当を含む。

所定内給与 きまって支給する給与のうち所定外給与以外のもの。

所定外給与
所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給され
る給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等。

特別に支払われた
給与（特別給与）

一時的または突発的事由に基づき支払われた給与、または支給条件、
算定方法が定められている給与（①夏冬の賞与、期末手当等の一時金、
②支給事由の発生が不定期なもの、③３か月を超える期間で算定され
る手当等、④ベースアップの差額追給分）。

②

実
労
働
時
間

実労働時間・出勤日数
労働者が実際に労働した時間数および実際に出勤した日数。休憩時間
は給与支給の有無にかかわらず除く。有給休暇取得分も除く。

総実労働時間数 「所定内労働時間数と所定外労働時間数」の合計。

所定内労働時間数 正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。

所定外労働時間数 早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。

出勤日数 業務のため実際に出勤した日数。１時間でも就業すれば１出勤日とする。
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1-3. 毎月勤労統計調査の調査票
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1-4. 標本の抽出➀：抽出方法・抽出率
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（産業別・事業所規模別抽出率：東京都以外） 30人以上事業所は「層化抽出法」を採用
 うち、500人以上事業所は全数調査、30～

499人事業所は標本調査を実施。

 5～29人事業所は「層化２段抽出
法」を採用。標本調査を実施



1-5. 標本の抽出②：標本事業所数と標準誤差率

事業所規模
母集団
事業所数

標本
事業所数

回答
事業所数

500人以上 5,266 4,683 2,989

100～499人 53,572 3,419 2,501

30～99人 257,094 4,514 3,200

5～29人 315,932 約18,000 15,510

5人以上計 約190万 30,297 24,200

（標本事業所数）

• 標本事業所数をみると、常用労働
者500人以上事業所が全数の約
5,200（東京都・全数調査復帰後）、標
本調査の100～499人事業所が3,400、
30～99人事業所が4,500となってい
る。30人以上規模計で13,100。一方、
5～29人の小規模事業所は約18,000
とサンプルサイズが大きくなっている。

（標準誤差率）

• 賃金（決まって支給する給与）の標
準誤差率（2017年７月時点：不適切

調査発覚前）をみると、全体では、
0.4％程度。規模別では、サンプルサ
イズの違いを反映して、5～29人事業
所が小さめになっている一方で、30
～99人、100～499人規模はやや大
きくなっている。
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（２０１８年時点の標本事業所数）

（注１）500人以上は、東京都が標本調査であったが、2019年6月から
全数調査に移行し、標本事業所数が770～780追加されている。

（注２）回答事業所数は、2018年１月分。
（出所）厚生労働省「統計委員会提出資料」等から筆者作成



1-6. ローテーション・サンプリング:標本の部分入れ替え
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（１）ローテーション・サンプリングのしくみ （２）サンプル入れ替えによる段差の推移

• 標本入れ替え時に大きな段差が生じるとの批判に対応するため、毎年３分の
１を入れ替えるローテーション・サンプリング(標本の部分入れ替え）を導入。導
入後は、毎年１月に行うサンプル入れ替えに伴う段差（振れ）は縮小傾向にある。



1-7. 賃金・労働時間の推計方法：２段階の復元推計
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➀ 抽出率逆数による復元

産業別・規模別に平均賃金を求め
る。東京都と４６道府県では、抽出率
が異なるため、東京都・４６道府県
各々の賃金総額と労働者数に「抽出
率の逆数」を乗じて、抽出率の違いを
調整したうえで、平均賃金を求める。

② 推計比率（比推定）による復元

産業別・規模別に、賃金総額と労働
者数に、各々推計比率（母集団労働
者数／「毎月勤労統計」で得られた調
査労働者数）を乗じて、賃金総額と労
働者数の母集団推計値を求める。

産業別・規模別の賃金総額と労働
者数の母集団推計値を各々合計し、
前者を後者で除することで、産業計・
規模計の平均賃金を求める。

推計比率＝（母集団労働者数）／（「毎月勤労統計」で得られた調査労働者数）
母集団復元における復元比率に相当。単純な線形推定ではなく、「比推定」を採用。

➀抽出率逆数
による復元

②比推定に
よる復元



1-8. 公表資料（2021年２月確報）
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1-9. 賃金の動きの特徴

• 名目賃金上昇率の動きは、雇用者所得に加え、サービスのインフレ率との相
関が大きいことから、重要度が高い。

• 「毎月勤労統計」によると、２０１３年以降の景気拡大局面では、賃金の伸びが
加速しておらず、最大でも、年１％程度の上昇にとどまっている。

• これは、賃金水準の低い非正規労働者が占める比率が上昇していることに加
え、「働き方改革」の影響で労働時間が減少していること、などが影響している。
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２．「毎月勤労統計」における

不適切な調査・計数処理
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2-1. 統計改革の論点

• 統計改革の論点は、１９９０年代に始まる批判の高まりか
ら、２０年間殆ど変化していない。過去に行われた統計改革
では、問題が十分に解決されることなく、今日に至っている。
問題点を整理すると、以下の５点に集約される。

➀ 景気判断のもととなるＧＤＰ（四半期別ＧＤＰ速報）や景気
関連統計の振れ（ノイズ）が大きい。

② 経済統計のカバレッジが十分ではなく、ＧＤＰが経済活動
を十分に捕捉できていない。

③ インフレ率の推計精度が十分ではない。

④ 日本経済の成長力（潜在成長率・生産性）を正確に評価
できていない。

⑤ 統計作成プロセスが日本の社会経済の構造変化に対応
していない。
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2-2. 統計改革と「毎月勤労統計」問題

• 統計の精度向上は、統計作成府省の自主的な取り組みの
みで実現できるものではない。統計委員会が、統計の作成プ
ロセス（統計の調査方法や加工・集計方法）を個別具体的に
吟味し、統計委員会の会合において、統計作成府省と議論を
重ね、統計作成プロセスをよりよいものに見直すことで、精度
向上を実現していく必要がある。

• 「毎月勤労統計」は、賃金の動向を把握する動態統計であり、
雇用や失業の動向を把握する「労働力調査」とともに、雇用動
向を把握する重要な景気関連統計である。

• 「毎月勤労統計」の不適切調査・計数処理の問題は、前述の
論点「➀景気判断のもととなるＧＤＰ（四半期別ＧＤＰ速報）や
景気関連統計の振れ（ノイズ）が大きい」に関連して、統計委
員会が、統計の作成プロセスに立ち返って、精度向上に向け
た詳細な検討を行う過程で明らかになったものである。
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2-3.事務局から厚生労働省への照会（2018年12月10日）

％ポイント
5～29
人

30～99
人

100～
499人

500～
999人

1000人
～

2012年1月 +0.21 -0.19 -2.80 -2.69 -1.33

2015年1月 0.00 -1.70 -1.69 -1.77 -2.04

2018年1月 -0.11 -1.58 -0.20 +3.50 +2.98

常用労働者
数規模

事業所数 民営事業所に占めるシェア

全数 うち民営 東京都 ５府県 その他

1000人以上 1,944 1,630 35.2％ 30.4％ 34.4％

500～999人 3,973 3,498 25.6％ 31.0％ 43.4％

100～499人 56,993 51,785 18.0％ 29.4％ 52.6％

30～99人 263,219 234,168 13.9％ 29.2％ 57.0％

5～29人 1,630,673 1,565,553 12.5％ 27.9％ 59.6％

5人以上計 1,956,802 1,856,634 12.9％ 28.1％ 59.0％
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（サンプル入れ替え前後の賃金（決まって支給する給与）の段差）

（常用労働者規模別事業所数：2014年７月時点）

• 統計委員会は、事務局（統計委員
会担当室）に対して、「毎月勤労統
計」の精度に関する詳細な検証を
指示。事務局は、具体的な課題の
検討の一環として、以下の点を厚生
労働省に照会。

➀ サンプル入れ替え時に、全数調
査である５００人以上の大規模事
業所においても、大きな段差が生
じているのはなぜか？標本調査で
ある499人以下よりも段差が大きい。

② 大企業（本社）の東京一極集中の
進展に伴い、大規模事業所に占め
る東京都のシェアは３割とかなり大
きい。このため、東京都統計部署
の負担は大変重いと想定される。
東京都の大規模事業所の調査票
は、十分に回収できているのか？



2-4. 厚生労働省が報告した不適切調査・計数処理

• 事務局からの照会に対し、厚生労働省は、２０１８年１２月１３日の
西村淸彦・統計委員会委員長との打ち合わせで、以下の報告を
行った（一部は、１２月下旬以降に追加で報告）。

―― 厚生労働省は、２０１９年１月１１日に「毎月勤労統計」の不適
切調査・計数処理について対外公表を行った。

➀ 東京都・５００人以上の大規模事業所については、本来行うべき
全数調査を行っておらず、２００４年１月から、勝手に標本調査に
変更していた。

② 東京都・５００人以上の大規模事業所分の復元推計を適切に行っ
ていなかった。このため、賃金が高い東京都が占めるシェアが過
小となり、全国ベースの賃金が過小に推計されていた。

③ ２００４年１月に遡って適切に復元を行った再推計を行うべき。し
かし、必要な基礎データを廃棄したため、２００４年１月～２０１１年
１２月について再推計が行えない。そのため、賃金の長期時系列
に断絶が生じてしまっている。
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2-5. ➀東京都の大規模事業所で勝手に標本調査を実施

• 500人以上の大規模事業所は、賃
金のばらつきが大きいことから、全数
調査する計画。しかし、厚生労働省
は、東京都について、2004年1月から
勝手に標本調査を行っていた。具体
的には、東京都の500人以上の大規
模事業所では、1,464事業所を調査
すべきところ、実際には491事業所し
か調査していなかった。

• 全体では、33,200事業所を調査対
象すべきところ、約30,000事業所しか
調査していなかった。約3,000事業所
過小となっていた。

• さらに、大阪府、神奈川県、愛知県
についても、２０１９年１月から、全数
調査から標本調査に移行する準備を
独断で進めていた。
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常用労働者規模 抽出方法 調査方法

５００人以上の事業所 全数調査 郵送・オンライン

30～499人の事業所 標本調査 郵送・オンライン

５～29人の事業所 標本調査 調査員・オンライン

② 毎月勤労統計調査の調査方法

➀　全数調査と標本調査

一部を抽出

全数調査 標本調査

母集団

標本



2-6. ②東京都分の復元処理を実施していなかった（１）
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• 「毎月勤労統計」では、➀事業所の抽出率逆数を乗じた復元、②母集団労働
者数を用いた「比推定」による復元、の２段階の復元推計を行って、賃金を計算。

• しかし、東京都・大規模事業所については、上記➀の復元推計を行っていな
かった。すなわち、抽出率が３分の１であれば３倍を乗じてから、東京都と残る４
６道府県を合算する必要があった。このため、東京都のシェアが過小になった。

• 東京都の賃金は、４６道府県の賃金よりも大幅に高いことから、２００４年１月
以降、全国の賃金が過小に推計されていた。

　　抽出率２５％

の賃金総額
３兆円

１００社（４万人）
の賃金総額
１２兆円 ４倍に復元

母集団
１００社

サンプル
２５社

２５社（１万人）

（復元作業とは何か？）

（出所）厚生労働省「毎月勤労統計において全数調査するとしていたところを一部抽出調査を行っていたことについて（追加資料）」
（統計委員会提出資料＜２０１９年１月１７日＞）

（毎月勤労統計における復元方法：左図が誤っていた過去の方法）



2-7. ②東京都分の復元処理を実施していなかった（２）

• 2018年1月以降については、問題発覚以前に東京都の大
規模事業所データに➀抽出率逆数を乗じる復元処理が実
施されるように、推計プログラムが変更されていた。

• これは、ローテーション・サンプリング導入に伴い、推計プ
ログラムを見直した際に、➀抽出率逆数を乗じる復元処理
を失念していることにようやく気づいて、プログラムを修正し
たものと思われる。その際にも、統計委員会には報告せず
に、勝手に抽出率逆数による復元処理を開始していた。

• その結果、2018年1月から、突然、500人以上の大規模事
業所の賃金が上方シフトすることとなった。一方で、2017年
12月以前の賃金データは、修正されなかったことから、2018
年1月の段差が大きくプラスとなっている。
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2-8. ③必要な基礎データを廃棄したため、2004年1  
月～2011年12月の賃金の再推計が行えない

• 厚生労働省は、今回の問題発覚
を受けて、過去に遡り、適切に復元
処理を行った再推計を実施した。し
かし、２００４年１月～２０１１年１２
月については、再集計が困難となっ
ている。

• これは、遡及の再集計に必要とな
るデータの一部（左の３種類のデー
タ）が既に廃棄済みで、再推計がで
きないためである。

• この結果、２００４年１月から２０１
１年１２月までについて、賃金の時
系列データが空白となった。賃金の
長期時系列が断絶することから、景
気分析や学術研究を行うエコノミス
トや学者から厳しい批判を受けた。

22（出所）厚生労働省「毎月勤労統計において全数調査するとしていたところを一部抽出調査を行っていたことについて（追加資
料）」（統計委員会提出資料＜２０１９年１月１７日＞）



2-9. 厚生労働省の取り組み姿勢の問題点

• その際に、標本調査への移行が、「毎月勤労統計」の精度にどのような影響が生じ
るのか、検討された様子はない。また、復元処理に際して、事業所の抽出率逆数を
乗じる復元を追加し、２段階の復元推計を実施することが必要であるとの認識も希薄
であり、そのまま失念してしまった。

• 日常、統計が正しく作成されているのかとのチェックもなされておらず、東京都の賃
金が全国の賃金に与える影響度が過小であることも気づかなかった。公表計数に対
する関心が低かった。

• 「毎月勤労統計」における不適切な調査・計数処理は、➀統計法の手続きに反する
だけでなく、統計メーカーとして、②統計の精度を確保するために必要な専門知識を
十分に備えていなかったことに加え、そもそも、③統計精度の確保が重要であるとの
意識も欠如していた、というのが根本的な原因である。極めて深刻な事態。

• 厚生労働省・毎月勤労統計作成部署が、２００４年１
月に勝手に標本調査に移行した理由は不明である。

• ただ、本社の東京一極集中の進展に伴い、東京都の
大規模事業所数が増加（５００人以上事業所：1999年：
869⇒2014年：1,471）。「実務を担当する東京都統計部
署の調査負担が過度に増加しないように」との配慮が
働いた可能性は否定できない。

23（出所）厚生労働省「統計委員会の意見書についての審議結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望
に対する回答」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日＞）



３．不適切調査・計数処理が

及ぼした影響

24



3-1. 東京都での不適切調査の影響➀：標本誤差の拡大

事業所規模別 5～29人 30～99人 100～499人 500～999人 1,000人以上

標準誤差率（％） 0.52 0.84 0.78 0.58 0.88

• 厚生労働省の計算結果（下図）によると、500～999人、1,000人以上の大規
模事業所の標準誤差率は、全体の１割を占める東京都を標本調査にしただ
けで、30～499人の中規模・小規模事業所と同程度の大きさに達している。

• しかも、下図の標準誤差率は、適切な復元推計を行う前のもの。適切なウ
エイトで復元推計を行えば、東京都のシェアが３割まで拡大することから、大
規模事業所の標準誤差率は、下図の値よりも大きくなる（単純には、下図の
値の√3倍＝1.7倍となる）。

• 一部の有識者からは、「東京都・大規模事業所における標本調査は、手続
きに瑕疵はあるが、復元処理を適切に行えば、統計精度面で問題は大きく
ない」との指摘もなされたが、大規模事業所における賃金のばらつきが極め
て大きいことを考慮すると、そうした主張は説得的ではない。統計精度面か
らは、大規模事業所における全数調査が不可欠である。

25

（賃金＜決まって支給する給与＞の標準誤差率＜2017年7月・全国・調査産業計＞）

（出所）厚生労働省「統計委員会の意見書についての審議結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望に対す
る回答」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日＞）



3-2. 標本の最適配分の観点からも、大規模事業所は全数調査が適切

26

• 層化抽出法で標本の最適配分を行うネイ
マン配分法では、分散が著しく大きい層
（データのばらつきが大きい層）があると、
その層の抽出率を１にして、全数調査とす
るのが最適設計となる場合がある。「法人
企業統計」など多くの統計調査では、大企
業については全数調査としている。

• 「毎月勤労統計」においても、事業所の規
模で層化すると、大規模になるほど事業所
数は少なくなり、賃金のばらつきも著しく大
きくなる傾向がある。このため、常用労働者
数500人以上の大規模事業所については、
全数調査としている。

• しかし、厚生労働省は、東京都の500人

以上の大規模事業所について、２００４年１
月から勝手に標本調査に変更するとの不
適切な取り扱いを行い、統計の精度を大き
く低下させていた。

各層の標本数を「母集団の標本サイ
ズ×層内の標準偏差」に比例させる

（出所）埼玉県ホームページ

全数抽出

標本抽出
（抽出率：１／３）



3-3. 東京都での不適切調査の影響②：段差の拡大

• 「不適切調査」発覚後
に公表された２０１９年１
月のサンプル入れ替え
では、新旧賃金の段差
が再び大きな値となった。

• 現金給与総額でみると、
２０１９年１月の段差は、
▲0.9％ポイントとなった。
その結果、賃金の前年
同月比は大幅に下方シ
フトし、＋１％台からマイ
ナス圏に転化。賃金変
化率の基調判断は、困
難となった。

27
（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査 2019年５月分結果確報」

（「毎月勤労統計」：賃金の前年同月比の動き）

大きな段差
が発生



3-4. 東京都での不適切調査の影響③：段差の拡大（続き）

• 新旧賃金の段差（▲0.9％ポイント）

のうち、500人以上の大規模事業所

の寄与が▲0.7％ポイントと８割を占

める。

• 500人以上の大規模事業所でのサ

ンプルの入れ替えは295と、サンプル

入れ替えの総数（3,258）の９％に過

ぎなかったが、大規模事業所では事

業所間の賃金（特に賞与）のばらつ

きが大きかったことから、新旧賃金の

段差への寄与は極めて大きくなった。

• 産業別では、情報通信業（▲0.31％

ポイント）や卸売業・小売業（▲0.14％

ポイント）の寄与が目立っている。さら

に、２つの業種では、東京都の事業

所が占める段差の寄与が大きい。

28（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査について」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日＞）



3-5. 不適切な復元処理の影響➀：賃金の水準・変化率の歪み

• 厚生労働省は、2012年１月以降の
データについて、再集計を行い、適
切な復元処理を実施。再集計値を２
０１９年１月１１日に公表。

• 再集計値では、賃金が高い東京
都のシェアが高まったことから、賃
金の水準が上昇に修正されている
（＋0.4～0.8％ポイント上方修正）。

• 期間別では、復元処理を行ってい
なかった2017年12月以前の上方修
正幅が＋0.7～0.8％ポイントと大き
めとなっている。一方、2018年1月以
降では、＋0.4％と小さめ。

• そのため、前年同月比ベースでは、
2018年１月以降で、▲0.3～▲0.6％
ポイント程度下方修正。賃金の基調
判断にも影響を及ぼした。

29

（東京都・大規模事業所における復元処理実施の影響）



3-6.不適切な復元処理の影響②：雇用保険の給付額への影響

雇用保険
(労働特会雇用勘定)

労災保険
(労働特会労災勘定)

船員保険
(労働特会労災勘

定)

事業主向け助成金
(労働特会雇用勘定)

合 計

合計 約472億円 約264億円 約18億円 約41億円 約795億円

追加給付費 約276億円
一人平均約1,400円

約241億円
(年金給付)一人平均約9万円
(休業補償)一人平均約300円/月

約16億円
一人平均約15万円

約31億円 約564億円

うち
国庫負担 約6億円 ― ― ― 約6億円

加算額 約20億円 約14億円 約1億円 約2億円 約37億円
うち

国庫負担 約0.4億円 ― ― ― 約0.4億円

事務費 約177億円
(うちH31：約85億円)

約9億円
(うちH31：約6億円)

約0.3億円
(うちH31：約0.3億円)

約9億円
(うちH31：約5億円)

約195億円
(うちH31：約96億円)

対象人数・
件数

延べ約1,942万人
年金給付：延べ約27万人
休業補償：延べ約45万人 約1万人 延べ約30万件

保険給付：延べ約2,015万人
助成金：延べ約30万件

〔計数は精査中〕

• 「毎月勤労統計」の賃金データの修正は、雇用保険の給付額など厚生
労働省関係事業の予算に影響が生じている。

• 「毎月勤労統計」の修正による２０１９年度当初予算での追加費用は、
７９５億円となっている。政府は予算案を修正し、一般会計と特別会計に
おいて所要の歳出追加を行っている。

30



3-7.不適切な復元処理の影響③：2004年～201年のデータ空白に
より、賃金フィリップス曲線が消失

• 必要な基礎データの廃
棄により、2004年1月～
2011年12月について、
適切に復元処理を行っ
た再集計が困難となっ
ている。

• このため、適切に復元
処理を行った賃金の長
期時系列が空白となっ
ていることから、賃金フィ
リップス曲線を描くことが
困難に。

• 日本経済学会が統計
員会に提出した要望書
では、経済学の実証研
究に及ぼす負の影響を
強く懸念している。

31
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（賃金フィリップス曲線：1991年以降直近までの動き）

（注）2011年12月以前は、不適切な復元処理が行われている旧公表値（従
来公表値）で図示している。



４．統計委員会・厚生労働省の取り組み
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「毎月勤労統計」の不適切調査・計数処理に対する対応

➀ 東京都・大規模事業所での全数調査への復帰

• 統計委員会は、厚生労働省に対し、毎月勤労統計に対す
る信頼回復のために、東京都の５００人以上の大規模事業
所の全数調査を可及的かつ速やかに実施することを最優
先で求めた。 厚生労働省は、２０１９年６月分から東京都の
５００人以上の大規模事業所への全数調査を開始した。

② 空白の賃金データの遡及推計

• 統計委員会は、２００４年１月～２０１１年１２月までの空白
の賃金データについて、賃金の長期時系列の断絶が続くこ
とは容認できないことから、事務局に代替推計方法を検討
することを指示。

• 厚生労働省は、事務局が作成した代替推計案をベースに
検討を行い、代替推計の具体化を進めた。その結果、２０２
０年８月に遡及推計の公表に漕ぎづけた。 33



4-1. 東京都・大規模事業所での全数調査への復帰➀

• 東京都の全数調査移行により、追加
された事業所数は８００弱と全調査対
象事業所の３％程度に過ぎない。

• しかし、賃金へのインパクトはかなり
大きい。新たに追加された事業所を含
む新ベースの賃金（５人以上・調査産
業計）は、既存ベースと比べて、平均で
＋0.3％ポイント（約1,000円）上昇して
いる。これは、東京都の大規模事業所
の標本調査から得られた賃金水準が、
サンプルの偏りから下方にバイアスし
ていたことを示している。

• 東京都・大規模事業所の全数調査へ
の復帰により、２０１９年１月のサンプ
ル入れ替えによる段差（▲0.9％ポイン
ト）の３分の１が解消している。

34

➀ 毎月勤労統計・調査対象事業所数と調査票回収率

② 賃金（現金給与総額・５人以上・調査産業計：円）の
新ベース（追加事業所を含む）と既存ベースとのかい離



4-2. 東京都・大規模事業所での全数調査への復帰②

• ２０１９年６月の賃金について詳しくみると、賞与が殆どを占める「特別に支払われ
た給与」の上方修正の寄与が大きい。これは、東京都の大規模事業所では、事業
所間の賞与のばらつきが特に大きく、大きな誤差の要因であったことを示している。

• 産業別では、事業所間の賞与のばらつきが大きい情報通信業、金融業・保険業
の寄与が大きくなっている。

35
（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査について」（統計委員会提出資料＜2019年8月29日＞）



4-3. 全数調査復帰の効果：２０２０年１月の段差が縮小

• 全数調査復帰後の２０２０年１月のサ
ンプル入れ替えによる段差をみると、現
金給与総額で▲0.2％ポイント、決まっ
て支給する給与で▲0.3％ポイントと、２
０１９年１月（各々▲0.9％ポイント、
▲0.6％ポイント）と比べ、大きく縮小。

• 事業所規模別をみても、５００人以上
の大規模事業所の段差の寄与が
▲0.0％ポイントと大幅に縮小。全数調
査復帰の効果が反映している。産業別
でも、２０１９年１月には大きな段差の寄
与が生じていた情報通信業、卸売業・
小売業の寄与が縮小している。

• 東京都・大規模事業所の全数調査へ
の復帰による精度向上効果は、かなり
大きい。全数調査への復帰は精度向上
には不可欠であったと評価できる。

36（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査（令和２年１月分結果）について」（統計委員会提出資料＜2020年4月30日＞）



4-4. 空白の賃金データの遡及推計
• ２００４年１月～２０１１年１２月までの空白の賃金データについて、賃金の
長期時系列の断絶が続くことは容認できないことから、統計委員会は、事
務局に代替推計方法を検討することを指示した。統計委員会担当室では、
詳細な検討を行い、統計委員会に、不足データ（➀～③）を代替するデータ
の活用や一定の推計作業によって、遡及推計が可能との試案を提示。

• 厚生労働省は、この提案をベースに検討を行い、代替推計の具体化を進
めた。その結果、２０２０年８月に遡及推計の公表に漕ぎづけることができ、
「賃金データの空白」という異常事態をようやく解消することができた。

37

不足している基礎データ なぜ必要か 代替推計案

➀
サンプル入れ替え時（２００
７年１月）の旧対象事業所

の個票データ

入れ替え時の賃金の段
差を、適切な復元推計
のもとで再計算する

１）新対象事業所の個票データ、２）
東京都が公表している旧対象事業
所データの集計値、などを利用

②

２００９年のサンプル替え時
点における新産業分類変更
のための資料（調査対象に
抽出した事業所名簿）

適切な復元推計の際に
必要となる「新しい産業
分類ベースの抽出率逆
数」を再計算する

１）回収された「毎月勤労統計」の個
票データ、２）母集団名簿の元デー
タである「事業所・企業統計調査」の

個票データを利用

③
２０１０年以前の雇用保険

データ

母集団労働者数を、適
切な復元推計のもとで

再計算する

「不適切な復元推計」のもとで計算
された母集団労働者数から雇用保
険データを逆算することが可能



4-5. 適切に復元推計された賃金データから分かること

• 適切な復元推計により、賃金が高い
東京都のシェアが拡大することから、
賃金の水準は上方に修正されている。
上方修正幅は、金額では１か月あたり
＋600～1,000円、変化率では＋0.2～
0.3％ポイント。ただ、2012年以降の上
方修正幅と比べると小さめである。

• 賃金指数の動きをみると、賃金デフレ
期である2003年から2013年までの賃金
下落率は、▲5.9％から▲5.3％へと
0.6％ポイント縮小している。

• これは、適切な復元推計によって、最
近になるほど東京都の大規模事業所
が占めるシェアが拡大し、賃金が押し
上げられたためと推測される。「毎月勤
労統計」の不適切な復元処理は、賃金
デフレを一定程度過大評価する要因と
なっていた。
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

誤った復元処理
による旧公表値

適切な復元処
理を実施した
新公表値

期間 復元処理実施後（ａ） 復元処理実施前（ｂ） 変化率（ａ／ｂ）

2004年 333,427 332,784 0.2%

2005年 335,710 334,910 0.2%

2006年 336,623 335,774 0.3%

2007年 330,934 330,313 0.2%

2008年 331,928 331,300 0.2%

2009年 316,232 315,294 0.3%

2010年 318,307 317,321 0.3%

2011年 317,754 316,791 0.3%

➀ 適切な復元推計による賃金水準への影響（単位：円）

② 賃金指数（2015年＝１００）への影響



５．精度向上に向けて今後取り組む

必要がある課題

39



今後取り組む必要がある課題

• 「毎月勤労統計」の精度向上に向けて、取り組む必要がある課題
は、以下の３つである。

➀ 中規模・小規模事業所の精度向上

• 大規模事業所は、全数調査復帰により精度が向上したが、100～
499人の中規模事業所、30～99人の小規模事業所の標本誤差は大
きく、統計精度は不十分。標本の積み増しが必要。

② 母集団労働者数の精度向上

• 母集団労働者数は、復元推計における「比推定」で利用される。賃
金の精度改善には、毎月延長推計される母集団労働者数の精度向
上が必要。

③ 回収率向上による非標本誤差の改善

• 「毎月勤労統計」には、回収事業所の賃金が、回収されない事業所
の賃金よりも高くなるとの「サバイバル・バイアス」(非標本誤差）が存

在する。調査票回収率の低下に伴い、サバイバル・バイアスが拡大
しており、回収率を向上させる取り組みが必要。 40



5-1. ➀中規模・小規模事業所の精度向上：2021年1月の段差

事業所規模別 入れ替え前 入れ替え後 段差（入れ替え後－入れ替え前） 寄与度

5人以上計 273,851円 271,761円 ▲2,090円（▲0.76％ポイント） ▲0.76％pt

500人以上 385,627円 384,350円 ▲1,277円（▲0.33％ポイント） ▲0.06％pt

100～499人 306,668円 303,133円 ▲3,535円（▲1.05％ポイント） ▲0.27％pt

30～99人 265,609円 260,105円 ▲5,504円（▲2.07％ポイント） ▲0.47％pt

5～29人 227,747円 227,747円 0円（0.00％ポイント） 0.00pt

• ４月に公表された、サンプル入れ替えによる2021年1月分の賃金（現金給
与総額）の段差をみると、５人以上計で▲0.76％ポイントと、大きめの段差が
生じたが、そのうち30～99人規模の小規模事業所で▲0.47％ポイント、100
～499人規模の中規模事業所で▲0.27％ポイントの寄与となっており、この２

つの規模で段差の殆どを占める。ローテーション・サンプリング導入、大規模
事業所の全数調査復帰後も、なお、段差が大きくなっている。

• これは、30～99人規模、100～499人規模の調査対象事業所数が少ないな

かで、賞与を中心に事業所間の賃金のばらつきが大きくなっていることの影
響と考えられる。中規模・小規模事業所における精度向上の必要性は高い。

41（注）事業所規模別の寄与度は、５人以上計（▲0.76％pt）に対する寄与度を算出して表示している。
（出所）厚生労働省「毎月勤労統計」の公表データ（毎勤原表）から筆者作成。

（毎月勤労統計：サンプル入れ替えによる賃金の段差：現金給与総額：2021年1月分）



5-2. ➀中規模・小規模事業所の精度向上：サンプル積み増しの必要性

• 調査サンプル数は、現状、30～99人規模で約4,000、100～499人規模で
3,000強にとどまっており、公表されている標本誤差率も、各々0.84％、0.78％
と大きくなっている。サンプル積み増しによる精度向上の必要性は高い。

• 「毎月勤労統計」の「調査計画」では、調査対象事業所数は33,200とすること
を約束しており、現状2,000程度不足している。厚生労働省では、2021〜2022
年にかけて、30～499人規模事業所を対象に調査サンプルを約2,000積み増
す予定であり、標本誤差が一定程度は縮小する見込み。

• ただし、この程度の積み増しでは、十分な精度向上は実現できない可能性
が高い。中規模・小規模事業所における一層の精度向上に向けて、さらなる
サンプル積み増しを検討する必要がある。

事業所規模別 5～29人 30～99人 100～499人 500～999人 1,000人以上

標準誤差率（％） 0.52 0.84 0.78 0.58 0.88

調査対象事業所数 17,635 4,057 3,290 3,626

今後の対応方針 ー
2021～2022年にサンプル
を約2,000積み増し予定

2019年６月に全数調査化。
標本誤差はゼロに

42
（出所）厚生労働省「統計委員会の意見書についての審議結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望に対す

る回答」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日＞）

（事業所規模別の標準誤差率と調査対象事業所数＜いずれも2017年時点＞と今後の対応方針）



5-3. ➀中規模・小規模事業所の精度向上：サンプル積み増しの必要性

43（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査について」（統計委員会提出資料＜2020年10月1日＞）



5-4. ②母集団労働者数の精度向上：推計のフレームワーク

44

➀ ５年ごとに実施される「経済センサス」の結果から、ベンチマーク時点の「母
集団労働者数」を求める（現在は２０１４年６月末がベンチマークである）。

② ベンチマーク時点から次の「経済センサス」が利用可能となる時点までは、
ベンチマーク時点の労働者数を発射台に、「雇用保険データ」と「毎月勤労統
計」調査データを用いて延長推計し、母集団労働者数の速報値を毎月求める。

③ サンプル入れ替え時に、新たに利用可能となった「経済センサス」のデータ
を用い、母集団労働者数を過去にさかのぼって速報値から確定値に更新する。

（「毎月勤労統計」における母集団労働者数の推計方法）

• 「毎月勤労統計」の産業計・事業所規模計の賃金は、産業別・事業規模別
賃金から、上記の②によって、毎月延長推計される母集団労働者数の速報
値を用いて「比推定」によって求められることが特徴である。

• 以上のように母集団労働者数の速報値推計では、「雇用保険データ」を利
用するなど、手の込んだ推計方法を採用している。これは、「毎月勤労統計」
を創設した先人たちが、「雇用保険データ」を用いることで、高度経済成長に
伴う産業構造の変化、産業別・事業所規模別の労働者数の変化を、できる
だけ早く、平均賃金に反映させようとしたためと推測される。



5-5. ②母集団労働者数の精度向上:速報値の延長推計方法

45
（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査について」（統計委員会提出資料＜2019年2月20日＞）

K=L=0.5とする明
確な理由はない。
精度向上に向け
改善の余地あり

（１）「雇用保険データ」による推計

• ５人以上事業所の新設（ｂ）・廃止（ｄ）、
５人未満からの規模拡大（ｃ）、５人未満
への規模縮小（ｅ）、各々による労働者数
の増減率を推計する。

（２）「毎月勤労統計」調査データによる推計

• ５人以上事業所内での規模変更（ｆ－
ｇ）による労働者数の増減率を推計する。

（３）母集団労働者数（速報値）の延長推計

• （１）（２）で推計された増減率の各々２
分の１（左図でＫ＝Ｌ＝0.5とする）を前月

の母集団労働者数に乗じて、今月の母
集団労働者数を推計する。

• 速報値の推計方法は、長年見直しがな
されておらず、現在でも適正か疑問があ
る。特に、Ｋ＝Ｌ＝0.5とする根拠は存在
しない。見直しで精度改善を図る必要。



5-6. ②母集団労働者数の精度向上：速報値から確定値への更新

• ②母集団労働者数の速報値を、③母集団労働者数の確定値に更新する際に
生じる賃金の段差（下図のウエイト更新）は小さくない。2018年1月の更新では、5
人以上計、5～29人での過大推計、30～99人での過小推計、各々の誤差が大きく、
その結果、賃金（決まって支給する給与）は977円（0.4％ポイント）上方修正された。

• 2018年１月のベンチマーク更新から３年が経過し、データのベンチマーク時点
（2014年6月末）からは既に７年も経過している。更新時の賃金の段差拡大が懸
念される。民営事業所については「経済センサス活動調査（２０１６年）」が利用可
能である。ウエイトの小さい公営事業所の労働者数を一定の割り切りで推計を行
い、できるだけ早く、②速報値から③確報値への更新を図る必要がある。

46（出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査（令和２年１月分結果）について」（統計委員会提出資料＜2020年4月30日＞）

事業所
規模

旧母集団による労働
者数 （ ）は構成比

新母集団による労働
者数 （ ）は構成比

更新幅

1000人～ 320.4 (  6.3%) 326.4 (  6.6%) +6.0

500～999人 318.9 (  6.3%) 285.5 (  5.8%) -33.4

100～499人 1,079.6 (21.3%) 1,054.0 (21.4%) -25.6

30～99人 1,112.5 (22.0%) 1,227.6 (24.9%) +115.1

5～29人 2,226.0 (44.0%) 2,036.8 (41.3%) -189.2

5人以上計 5,057.6 (100.0%) 4,930.5 (100.0%) -127.1

 2018年1月のベンチマーク更新における母集団労働者
数の速報値から確報値への更新幅（単位：万人）



5-7. ③回収率低下の現状
• 「毎月勤労統計」の調査票回収率は、
2015年頃まで85％を確保していたが、そ
の後は目立って低下している。2019年以
降、80％割れの水準まで低下。

―― 米国の「雇用統計（事業所調査）」
の90％台と比べ、かなり低い。

• 規模別では、５～29人の小規模事業所
が88％と高い一方、30～99人が73％、
100～499人が75％、500人以上が81％と、
(他の統計とは異なり）規模の大きい事
業所の回収率が低いことが目立つ。

• 業種別では、500人以上の大規模事業
所のうち、飲食サービス業、生活関連
サービス業で５割を下回っているのが目
立つ。このほか、卸売業・小売業、その
他サービス業など、非製造業において回
収率が低い業種が多い。

47

（「毎月勤労統計」の調査票回収率の推移）

（出所）厚生労働省「統計委員会の意見書についての審議
結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望に対
する回答」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日
＞）、「毎月勤労統計調査について」（統計委員会提
出資料＜2019年3月18日＞）

年平均 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020

回収率 88.6% 84.5% 85.4% 84.8% 82.7% 79.8% 78.2%

(%)

規模計 500人以上 100～499人 30～99人 5～29人

調査産業計 83.4 80.8 74.8 73.3 87.8

建設業 88.7 78.3 75.7 80.4 90.1

製造業 86.1 87.5 81.7 77.0 89.9

情報通信業 79.2 77.8 69.4 66.4 85.2

運輸業・郵便業 81.5 74.0 77.8 78.2 86.1

卸売業・小売業 83.2 72.1 73.3 77.8 86.0

不動産・物品賃貸業 78.5 73.7 67.0 65.9 85.8

飲食サービス業等 72.1 47.6 52.6 61.5 80.8

生活関連サービス業 72.7 48.4 56.0 64.1 80.8

医療・福祉 86.8 81.1 78.6 77.0 90.4

その他のサービス業 79.3 69.5 68.8 66.9 89.5

（産業別・企業別の調査票回収率：2017年）



5-8. ③回収率低下による非標本誤差の拡大

回収率の低下に伴い、以下の非標本誤
差の影響が拡大している。

➀ 賃金の振れが生じる

事業所間に賃金水準のばらつきがあるこ
とから、回収サンプルの構成変化により、
振れが生じる。

② 賃金に上方バイアスが生じる

回収事業所の賃金水準は、一定期間、
調査票を提出するが、その後非協力に転
じた事業所の賃金と比べて高めである。こ
のため、回収サンプルから集計される賃金
は、真の賃金と比べ上方にバイアスする。

調査サンプルは時間とともに脱落してい
くことから、賃金の上方バイアス（サバイバ
ル・バイアス）は、時間とともに拡大する傾
向がある。
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（継続調査される事業所の賃金と全体の平均賃金との比較）

（継続調査される事業所が全体に占める比率）

（出所）厚生労働省「統計委員会の意見書についての審議結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望
に対する回答」（統計委員会提出資料＜2019年4月18日＞）



5-9. ③調査票回収率を高めるためには

• 「毎月勤労統計」の非標本誤差（サバイバル・バイアス）を縮小するには、調
査票回収率を高める必要がある。特に、近年の回収率低下の加速傾向を踏
まえると、回収率のテコ入れは喫緊の課題である。以下の対策を実施するこ
とが望まれる。

➀ 「毎月勤労統計」の実査を担っている都道府県統計部署の調査体制の強化

調査票回収率の向上には、調査対象企業・事業所に対する適切なサポートと
回収の督促強化が不可欠。都道府県統計部署の人員・予算の増強（電話での
督促人員の増加、電子メールによる自動督促ツールの導入など）が必要。都道
府県の対応能力に限界がある場合には、現在特例的に行われている厚生労働
省による直轄調査の拡大（ 「本社一括調査」の導入など）も検討することが必要。

② 調査対象事業所の報告者負担の軽減

「毎月勤労統計」では、労働者を男女別、一般・パート別に区分して、賃金の
総額とその内訳（所定内給与、所定外給与、賞与等）、労働時間の総計とその
内訳を報告することが必要で、負担が大きい。報告者負担の軽減には、「毎月
勤労統計」において、現行の「事業所」別調査から、より回答のしやすい「企業」
別の調査に変更すべきではないかとの点が検討課題となる。

49



６．「毎月勤労統計」：抜本的な

精度向上に向けて

ー「企業」別調査の導入ー

50



6-1. 「事業所」別調査から「企業」別調査への変更が必要

企
業

事業所１

＜本社＞

事業所２

＜店舗Ａ＞

事業所３

＜店舗Ｂ＞

事業所４

＜店舗Ｃ＞

• 「毎月勤労統計」は、工場・店舗・営業所・本社など
「事業所」を単位に調査を行っている。このため、多
数の事業所を持つ大企業では、事業所ごとに調査票
の記入が必要で、記入する調査票の枚数が多くなる
（左の事例だと４枚）。

• さらに、企業が事業所ごとに給与計算を行っておら
ず、賃金台帳を保有していない場合には、個別の事
業所（店舗）に所属する労働者を抽出し、賃金や労
働時間を別途集計する必要がある。

• 飲食サービスや小売業など非製造業では、店舗・
営業所数が多数に上ることから、追加的な集計負担
が重い。非製造業の大規模事業所の調査票回収率
が低い要因と推測される。

―― 事業場ごとに賃金台帳の備付を求める労働
基準法における「事業場」と、統計における「事
業所」では、定義が一致していない場合がある。

• 報告者負担を軽減し、回収率低下に歯止めをか
けるには、「毎月勤労統計」を「事業所」別調査から
「企業」別調査に変更するのが有効ではないか。 51

（企業と事業所との関係）

「事業所」別調査：事業所別に個
別集計し、調査票４枚に記入

「企業」別調査：企業全体の集計
値を１枚の調査票に記入



6-2. 「企業」別の調査に変更するメリット

規模 企業数 傘下事業所数 常用労働者数 同シェア

1000人以上 4,161 389,267 14,463,165 32.5％

100～999人 54,791 502,321 13,493,112 30.3％

30～99人 142,131 375,742 7,296,412 16.4％

5～29人 850,395 1,062,663 9,236,956 20.8％

5人以上計 1,051,478 2,329,993 44,489,645 100.0％

➀ 「企業」別調査により、報告者負担が軽減することから、調査票回収率が向上
し、サバイバル・バイアスなど非標本誤差が縮小することが期待できる。

② 「企業」別調査では、少ない調査サンプル（＝企業）数で実質的に多数の事業
所をカバーできることから、標本誤差を大幅に縮小することができる。

• 現行と同一の33,200サンプルで企業別調査を行う場合を想定する。まず、常
用労働者数1,000人以上の企業4,200を全数調査の対象とすれば、事業所ベー
スで39万事業所をカバーできる。次に999人以下の企業を標本調査とし、29,000
サンプルを労働者数シェアに応じて配分すれば、カバーできる傘下事業所数は
50万事業所を超え、現行の15倍以上に拡大する。米国の「雇用統計（事業所調
査）」の69万事業所に匹敵する水準となる。この結果、現状不足する中小企業
のサンプル数が大幅に増加し、標本誤差を大幅に縮小することが可能となる。
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6-3. 「企業」別調査への移行に向けて検討を
• 「毎月勤労統計」を「企業」別調査へ移行するとの提案は、現行の調査体
制からの飛躍が大きく、関係者には驚きをもって受け止められると思われる。

• 「企業」別調査に移行すると、「毎月勤労統計」の都道府県別統計（地方調
査）の作成のために、一定の工夫（都道府県をまたがる企業のデータを分
割する方法の考案など）が必要となるとの課題も生じる。

• しかし、「毎月勤労統計」の精度向上には調査票回収率の向上が不可欠。
そのためには、報告者負担を軽減できる「企業」別の調査が有効である。

• 実際、「経済センサス活動調査」や「経済構造実態調査」（2019年開始の年
次の経済構造統計）では、既に「事業所」別調査から「企業」別調査に大きく
舵を切ることで、詳細な計数記入と報告者負担の軽減を両立させている。

• 米国の「雇用統計（事業所調査）」においても、統計調査は「事業所」単位
でなく、「企業」単位（正確には「失業保険」の加入単位）で行われている。１
４万２千の企業を調査することで、傘下の６９万事業所を効率的にカバーし
ている。

• 関係者間において、「毎月勤労統計」の精度向上に向けて、従来の枠組み
を超えた抜本的な見直しの議論がしっかりと行われることを期待したい。
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